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○鎌倉市本庁舎等整備委員会条例

平成30年３月28日条例第53号

鎌倉市本庁舎等整備委員会条例

（趣旨及び設置）

第１条　この条例は、鎌倉市役所本庁舎等（以下「本庁舎等」という。）の整備に関し必要な事項

を調査審議する鎌倉市本庁舎等整備委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条　委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(１)　本庁舎等の整備に係る基本構想の策定に関すること。

(２)　本庁舎等の整備に係る基本計画の策定に関すること。

(３)　前２号に掲げるもののほか、本庁舎等の整備に必要な方針等の策定に関すること。

（組織）

第３条　委員会は、委員10人以内をもって組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１)　学識経験を有する者又は知識経験を有する者

(２)　公共的団体が推薦する者

（任期）

第４条　委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。

２　委員は、再任されることができる。

３　前条第２項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失

ったときは、委員を辞したものとみなす。

（委任）

第５条　この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

付　則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。


